
 

 

 

令和５年６月２６日（月）に第１回令和５年度総

会を開催しました。 

総会には会員１２０名と駐日ベトナム大使及び

ベンチェ省の訪問団が参加しました。総会では「令

和４年度事業報告及び収支決算の承認について」、

設立総会時に実施した駐日ベトナム大使館による

人材、投資・貿易セミナーや愛媛県と共同で実施し

たベトナム経済交流ミッション、ベトナムビジネス

セミナーなどの概要、収支決算について説明を行い

承認されました。 

また、「令和５年度事業計画及び収支予算の承認

について」、今年も経済交流ミッションをベンチェ

省に派遣すること、各種セミナーの開催や高校生同

士のオンライン交流などの実施、収支予算について

承認されました。 

引き続き「役員の選任について」が審議され、昨

年の設立総会で選任された１１名の役員が今後も

引き続き協会の運営にあたることとなりました。 

なお、空席となっていた特別顧問に５月に着任さ

れたファム・クアン・ヒエウ駐日ベトナム大使を委

嘱すること、ベトナム本国の許可が下りたのち就任

することが報告されました。 

 

【役 員】 

会  長 髙橋 祐二 

副 会 長 小田 雅人、野田 實、三好 賢治 

西川 義教 

 

 

理  事 村上 裕一、越智 逸宏、仁科 弘重、 

河原 次瞭 

監  事 武内 英治、八石 玉秀 

【名誉顧問・顧問】 

名誉顧問 ファム・クアン・ヒエウ ベトナム大使 

中村 時広 愛媛県知事 

顧  問 ファン・チェン・ホァン 労働部長 

 

 総会終了後、ベトナムビジネスセミナーを開催し

ました。 

 田中副知事挨拶の後、「最近のベトナム情勢につ

いて」、ファム・クアン・ヒエウ駐日ベトナム大使

よりお話いただいた後、「ベンチェ省の概要・投資

環境について」、ベンチェ省人民委員会のチャン・

ゴック・タムベンチェ省人民委員長他からベンチェ

省の概要や投資環境について説明があり、積極的な

投資を呼びかけ、今後ベンチェ省との連携について

確認されました。 
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夕方からは、駐日ベトナム大使とベンチェ省訪問

団の歓迎レセプションが盛大に開催されました。中

村知事の挨拶で、今後の両国の交流を推進する力強

い激励をいただいたのち、記念品の交換が行われま

した。お互いのテーブルで両国の人々が懇親を深め

る姿に、今後の経済交流や人的交流が一気に進むこ

とを期待しています。 

翌日は道後温泉や愛媛大学、県内企業の視察を行

いましたが、企業視察では、駐日ベトナム大使と技 

能実習生の面談も行われ、技能実習生を激励しまし

た。技能実習生は新たな気持ちで仕事にまい進する

ことを約束しました。 

 

 令和５年６月１６日（金）に愛媛大学附属高校と

ベトナムダナン市のファンチューチン高校の高校

生がオンライン交流会を実施しました！ 

 当協会が愛媛大学附属高校にお声がけをして実

現したもので、両校の生徒による「学校紹介」「観

光」「文化」「社会問題」のプレゼンテーションが

行われました。ベトナム側は、普段日本語を勉強し

ている生徒ということもあり、日本語でに発表とな

りましたが、ぜひこの経験を活かして将来愛媛県に

留学生として来県してもらいたいと思いました。 

 ベトナムの高校生に愛媛県をアピールするチャ

ンスでもあり、将来の高度人材の採用ということも

見据えて今後も交流を続けていきたいと思います。 
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特集コラム 
～どうなる？技能実習制度～ 

みなさんの会社でもベトナム人技能実習生や

特定技能外国人を雇用されている方も多いと思

いますが、現在、技能実習制度と特定技能制度の

見直しが行われ、中間報告書が発表されました。 

人手不足に悩む地方の中小企業にとっては、

今後の経営を大きく左右する問題であり、多く

の中小企業からお問合せをいただいています。 

中間報告では、技能実習制度は廃止し、人材育

成に加え人材確保を目的に加えること、職種を

特定技能の分野と一致させ、全員が特定技能に

移行できることなど現在より企業が使いやすい

制度に変更される予定です。 

しかし、転籍について現在は原則認めていま

せんが、緩和の方向で今後議論される予定です。

地方にとっては採用後すぐに都市部へ転職され

る可能性が高いため、地方に外国人労働者が定

着しないことが懸念されています。 

当協会と同じく中央会が事務局を担当する愛

媛県外国人技能実習生受入組合協議会では、中

間報告を受けて国会議員等への要望書を提出す

るなど活動を行っています。制度改正やベトナ

ム人雇用の相談は、当協会へお電話ください！ 

愛媛大学附属高校とベトナムの高校が 
オンライン交流を行いました！ 

歓迎レセプションで挨拶する中村知事 

ベトナム大使館との記念品交換 

オンライン交流の様子 


